
 

 

1 月の地域福祉セミナーは、『 法テラスの法教育 』をテーマに開催します！ 

法教育とは、法律の専門家ではない地域住民が、法や司法制度、これらの基礎になっている 

価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための機会です。 

法の知識や情報を知っていることで、日常生活での法的トラブルを回避できるかもしれません。 

法の知識を身につけることは、生きるチカラを増やすことにも繋がります。 

今回は弁護士と一緒に法について学んでみましょう！ 

 

  

第4回テーマ「 法テラスの法教育 」 

日 時：令和７年 1月２１日（火）13：30～15：00 

場 所：いずみ館 大ホール（東峰村大字宝珠山 6431-1） 

講 師：弁護士 柿木 翼 さん 

内 容：・弁護士と考える、日常で起こりうる法的トラブル解決 など 

申込先：令和 7年 1月 17日（金）までに 

東峰村社会福祉協議会（☎74-2012）にご連絡ください。 

2 月のテーマは、もしバナゲームやエンディングノ－トを活用した意思決定を予定しています。 

開催日時：令和7年 2月 14日（金）13：30～15：00 

場所：いずみ館 ボランティア室 

 

たくさんのご参加をお待ちしております！ 

お問い合わせ先：東峰村社会福祉協議会（☎74-2012） 

無料のミニ介護相談会も同時開催！ 


